
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
自
然
保
護
課
）　

　

一

〇
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

二

〇
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
健
康
推
進
課
）　

　

三

〇
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
訓

令

甲

〇
水
防
職
員
の
服
制
及
び
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
河　

川　

課
）　

　

五

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
）　

　

六

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（
青　
少　
年　
課
）　

　

七

〇
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
に

　

基
づ
く
健
全
性
の
基
準
）
の
全
部
改
正 

（
商
工
経
営
支
援
課
）　

　

七

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

七

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

（
農
村
整
備
課
）　

　

八

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

八

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

八

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
出
願
事
項
の
変
更
の
許
可
（
二
件
） 

（
港　

湾　

課
）　

　

八

〇
都
市
計
画
の
変
更 

（
都
市
計
画
課
）　

一
五

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

一
五

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
五

 
病

院

局

〇
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

一
五

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表 

一
六

〇
財
政
的
援
助
団
体
の
監
査
結
果
の
公
表 

一
九

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
制
限 

二
四

 
規

則

　

県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
号

　
　
　

県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）

第
三
章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。

　

第
五
条
中
第
二
十
九
号
の
二
十
九
を
第
二
十
九
号
の
三
十
と
し
、
第
二
十
九
号
の
十
三
か
ら
第
二
十
九
号
の
二
十
八

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
九
号
の
十
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
九
の
十
三　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
防

除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹
を
伐
採
す
る
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
。

　

第
五
条
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
四　

道
路
、
駐
車
場
、
運
動
場
、
芝
生
で
覆
わ
れ
た
園
地
、
植
生
の
な
い
砂
浜
そ
の
他
の
原
状
回
復
が
可
能
な

場
所
に
お
い
て
、
地
域
の
活
性
化
を
目
的
と
す
る
自
然
を
活
用
し
た
催
し
を
実
施
す
る
た
め
、
工
作
物
を
新
築
し
、

改
築
し
、
若
し
く
は
増
築
し
、
広
告
物
等
を
建
築
物
の
壁
面
に
掲
出
し
、
若
し
く
は
設
置
し
、
若
し
く
は
工
作
物

等
に
表
示
し
、
小
規
模
に
土
地
の
形
状
を
変
更
し
、
又
は
屋
根
、
壁
面
、
塀
、
橋
、
鉄
塔
、
送
水
管
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
の
色
彩
を
変
更
す
る
こ
と
（
一
時
的
に
行
わ
れ
、
当
該
催
し
の
終
了
後
遅
滞
な
く
原
状
回
復
が

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
催
し
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
計
画
で
あ
つ
て
、
当
該
催
し
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の
に
基
づ
き
行
わ
れ

（1）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 
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る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
工
作
物
の
新
築
等
」
と
い
う
。）。

　
　

イ　

催
し
の
名
称
、
概
要
、
主
催
者
名
、
開
催
場
所
及
び
開
催
期
間

　
　

ロ　

風
致
の
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
る
措
置
の
内
容

　
　

ハ　

原
状
回
復
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
及
び
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
期
限

　
　

ニ　

工
作
物
の
新
築
等
に
着
手
す
る
十
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
概
要
を
知
事
に
通
知
す
る
旨

　

第
七
条
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

道
路
、
駐
車
場
、
運
動
場
、
芝
生
で
覆
わ
れ
た
園
地
、
植
生
の
な
い
砂
浜
そ
の
他
の
原
状
回
復
が
可
能
な
場

所
に
お
い
て
、
地
域
の
活
性
化
を
目
的
と
す
る
自
然
を
活
用
し
た
催
し
を
実
施
す
る
た
め
、
工
作
物
を
新
築
し
、

改
築
し
、
若
し
く
は
増
築
し
、
広
告
物
等
を
建
築
物
の
壁
面
に
掲
出
し
、
若
し
く
は
設
置
し
、
若
し
く
は
工
作
物

等
に
表
示
し
、
又
は
小
規
模
に
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
こ
と
（
一
時
的
に
行
わ
れ
、
当
該
催
し
の
終
了
後
遅
滞

な
く
原
状
回
復
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
催
し
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
が
作
成
す
る
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
で
あ
つ
て
、
当
該
催
し
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の

に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
工
作
物
の
新
築
等
」
と
い
う
。）。

　
　

イ　

催
し
の
名
称
、
概
要
、
主
催
者
名
、
開
催
場
所
及
び
開
催
期
間

　
　

ロ　

風
景
の
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
る
措
置
の
内
容

　
　

ハ　

原
状
回
復
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
及
び
方
法
並
び
に
そ
の
実
施
期
限

　
　

ニ　

工
作
物
の
新
築
等
に
着
手
す
る
十
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
概
要
を
知
事
に
通
知
す
る
旨

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
号

　
　
　

自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
一
号
ハ�
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
号
タ
中
「
集
合
郵
便
受
箱
」
の
下
に
「
、
信
書
便
差
出
箱
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
ニ
中
「
国
立
又

は
公
立
の
大
学
」
を
「
公
立
の
大
学
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

ヘ　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）

第
三
章
の
規
定
に
よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
第
三
号
ロ
中
「
国
立
又
は
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
号

　
　
　

簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

 　

様
式
第
九
号
（
表
）
中

「

第　
　
　

号

　
　
　
　

身　

分　

証　

明　

書

　
　
　
　
　
　

宮
城
県　

吏
員　

氏
名

　

右
の
者
は
、
簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
　

年　
　

月　
　

日

 

宮
城
県
知
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印　

←　　
 　
  　
　
　

6.0

（   セ
ン
チ
メ
ト
ル

）　

 　
 　
　
 　
　
→

ー

←　　　　　 　  　　　　（8.0センチメートル）　 　　 　  　　　　　　→

」
を



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
号

　
　
　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（3）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 

「

 

写
真　
　
　
　
　

 
第　
　
　
   
号

　
　
　
　
　

職
名          

　
　
　
　
　

氏
名          

　
　
　
　
　
　
　
　

年　

月　

日
生

　

簡
易
給
水
施
設
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
証
明
書　

　
　
  　
　
　
　
　
　

年　
　

月　
　

日

 

 
宮
城
県
知
事  　
　
　
　
               
印　
　

←　　
　
　
　
　

8.0

（   セ
ン
チ
メ
ト
ル

）　

　
　
　
　
　
→

ー

←　　　　　　　 　 　　（12.0センチメートル）　 　　　　 　 　　　　→

」
に
改
め
る
。

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

履
　
　
　
歴
　
　
　
書

 
本
籍
地
都
道
府
県
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
姓
　
　
　
　
）　

 
生
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
生
　

学
　
　
　
　
　
歴

職
　
　
　
　
　
歴

上
記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
入
　
学

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
卒
　
業

 
年
　
　
月
　
　
日

 
入
　
学

 
年
　
　
月
　
　
日

 
卒
　
業

 
年
　
　
月
　
　
日

 
入
　
学

 
年
　
　
月
　
　
日

 
卒
　
業

 
年
　
　
月
　
　
日

 
就
　
職

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
退
　
職

 
年
　
　
月
　
　
日

 
就
　
職

 
年
　
　
月
　
　
日

 
退
　
職

 
年
　
　
月
　
　
日

 
就
　
職

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
退
　
職

 
年
　
　
月
　
　
日

 
就
　
職

 
年
　
　
月
　
　
日

 
退
　
職

 
年
　
　
月
　
　
日

 
就
　
職

 
年
　
　
月
　
　
日

現
在
に
至
る
。

 
年
　
　
月
　
　
日



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）
　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

様
式
第
三
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
五
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
六
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
七
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

 

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
調
理
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
改
正
後
の
調
理
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
号

　
　
　

栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

栄
養
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「本

籍
地

」
を
「本

籍
地
都
道
府
県
名

」
に
、「正

副
２
通

（仙
台
市
に
住
所
を
有
す
る
者
及

び
県
内
栄
養
士
養
成
施
設
を
通
じ
て
申
請
す
る
者
に
あ
つ
て
は

１
通

）提
出
す
る

」
を
「提

出
す
る

」
に
、「正

本

に
は
所
定

」
を
「所

定

」
に
、「行

政
手
続
条
例

（平
成
７
年
宮
城
県
条
例
第
30   号

）」
を
「行

政
手
続
条
例

」
に
改

め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
二
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

 

，

，

従
事
者
氏
名
（
受
験
者
）

生
年
月
日
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

従
事
者
氏
名
（
受
験
者
）

 
年
　
　
月
　
　
日

生
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
日
／
週
，　
　
　
　
時
間
／
日

週
　
　
　
　
日
　
，　
　
１
日
　
　
　
　
時
間

本
籍
地

本
籍
地

都
道
府
県
名

旧

氏
名

新

（
ふ
り
が
な
）

旧

氏
名

（
ふ
り
が
な
）

新

本
籍

地
本
籍
地
都
道
府
県
名

　
　
　
（
男
　・
　
女
）　
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）

（
ふ
り
が
な
）

　
　
　
（
男
　・
　
女
）　
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）

本
籍

地
本
籍
地
都
道
府
県
名

　
　
　
 

　
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）

（
ふ
り
が
な
）

 
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）

本
籍
地

本
籍
地

都
道
府
県
名

旧

氏
名

新



「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、「こ

の
申
請
書
は
次
の
書
類
を
添

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

え
て
正
副
２
通

（仙
台
市
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
１
通

）提
出
す
る
こ
と

」
を
「申

請
書
に
は

次
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

」
に
、「正

本
に
は
所
定

」
を
「所

定

」
に
、「行

政
手
続
条
例

（平
成
７
年
宮
城
県
条

例
第
3  0  号

）」
を
「免

許
証
の
書
換
交
付
の
申
請
に
関
す
る
行
政
手
続
条
例

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
三
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「備
考こ
の
申
請
書
は
免
許
証
を
添
え
て
正
副
２
通

（仙
台
市
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ

を

つ
て
は
１
通

）提
出
す
る
こ
と

。

」

「備
考
申
請
書
に
は
免
許
証
を
添
付
す
る
こ
と

。

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

様
式
第
四
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「備
考１
こ
の
申
請
書
は
正
副
２
通

（仙
台
市
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
１

通

）提
出
す
る
こ
と

。

２
正
本
に
は
所
定
の
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
県
の
発
行
す
る
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る

を

こ
と

。免
許
証
の
汚
損
の
場
合
は
そ
の
免
許
証
を
添
付
す
る
こ
と

。

３
行
政
手
続
条
例

（平
成
７
年
宮
城
県
条
例
第
30   号

）第
６
条
に
基
づ
く
標
準
処
理
期
間

，

，

，

，

，

，
，

，

，

は
20   日

間
と
す
る

。 

 
」　

　
　
　
　
　

「備
考１
所
定
の
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
県
の
発
行
す
る
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
る
こ
と

。免
許

証
の
汚
損
の
場
合
は
そ
の
免
許
証
を
添
付
す
る
こ
と

。

に
改
め
る
。　

２
行
政
手
続
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
標
準
処
理
期
間
は
20   日

間
と
す
る

。

」　
　
　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
改
正
後
の
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
号

　

水
防
職
員
の
服
制
及
び
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

水
防
職
員
の
服
制
及
び
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

水
防
職
員
の
服
制
及
び
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
中
「
き
章
、
帽
子
、
胸
章
、
作
業
服
」
を
「
作
業
服
、
帽
子
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
服
制
）

第
三
条　

水
防
職
員
の
服
制
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
水
防
職
員
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
知
事
が
別
に
定
め
る
者
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
の
見
出
し
中
「
、
貸
与
期
日
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
、
貸
与
期
日
」
を
削
り
、「
別
表
」
を
「
別
表

第
二
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
き
章
及
び
胸
章
を
除
き
」
を
削
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
五
条
関
係
）

 

，

，

，

（5）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 
（
ふ
り
が
な
）

旧

氏
名

（
ふ
り
が
な
）

新

本
籍

地
本
籍
地
都
道
府
県
名

　
　
　
（
男
　・
　
女
）　
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）

（
ふ
り
が
な
）

　
　
　
（
男
　・
　
女
）　
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）

本
籍

地
本
籍
地
都
道
府
県
名

 
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）

（
ふ
り
が
な
）

 
（
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
生
）



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）
　

別
表
を
別
表
第
二
と
し
、
附
則
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

 

　

作
業
服

　
　

上
衣
服
（
前
面
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ズ
ボ
ン

　
　

上
衣
服
（
後
面
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

帽
子　
　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

桑
の
木

一　

代
表
者
の
氏
名 

金
澤　

恵
利
香

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

仙
台
市
青
葉
区
宮
町
四
丁
目
二
番
二
十
二
号

品

目

作
業
服

帽
子

バ
ン
ド

区　
　
　

分

上
衣

ズ
ボ
ン

色
又
は
地
質

制
式

き
章

色
又
は
地
質

色制
式

色制
式

摘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要

濃
紺
色

長
そ
で
と
し
、
背
面
上
部
及
び
前
面
左
ポ
ケ
ッ
ト
上
に
「
宮
城
県
」

と
表
示
す
る
。

形
状
は
、
図
の
と
お
り
と
す
る
。

上
衣
と
同
様
と
す
る
。

長
ズ
ボ
ン
と
す
る
。

形
状
は
、
図
の
と
お
り
と
す
る
。

濃
紺
色
の
織
物

前
ひ
さ
し
は
、
地
質
と
同
様
と
し
、
金
色
の
月
桂
樹
を
配
す
る
。

形
状
は
、
図
の
と
お
り
と
す
る
。

緑
色
の
県
章
を
緑
色
の
文
字
及
び
金
色
の
枝
葉
と
銀
色
の
実
の
月
桂

樹
で
囲
む
。

濃
紺
色
の
布

品　
　
　
　
　

目

作
業
服

帽
子

バ
ン
ド

数　
　
　
　
　

量

一
着

一
個

一
本

貸　

与　

期　

間

二
年

二
年

三
年



三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
や
高
齢
者
に
対
し
て
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
家
族
や
地
域

社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
年
二
月
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

　
二　

指
定
理
由

　
　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
七
十
二
号
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
等
に
基
づ
く
健
全
性
の
基
準
）
の
全
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
知
事
が
所
管
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
三
条
に
規
定
す
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合
を
い
う
。）
に
係
る
中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年 

、
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
既
発
生
未
報
告
支
払
準
備
金
に
つ
い
て
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行

　
　
　
　
　
　
　
　

規
程
（
平
成
二
十
年 

告
示
第
一
号
。
以
下
「
規
程
」
と
い
う
。）
第
六

条
及
び
第
七
条
を
、
規
則
第
百
四
十
五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
異
常
危
険
準
備
金
及
び
異
常
危
険
準
備
金

の
積
立
基
準
に
つ
い
て
は
規
程
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
、
法
第
五
十
八
条
の
四
及
び
規
則
第
百
四
十
九
条
に
規
定

す
る
共
済
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
つ
い
て
は
規
程
第
十
一
条
及
び
第
十

二
条
を
、
規
則
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
対
応
す
る
額
に
つ
い
て
は
規
程
第
十
三
条
及

び
第
十
四
条
を
、
規
則
第
百
九
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ

き
金
額
の
合
計
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
規
程
第
十
五
条
を
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

県
営
枝
野
地
区
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
ま
で

内　

閣　

府
、
財　

務　

省
、
厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

環　

境　

省

金　

融　

庁
、
財　

務　

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、

環　

境　

省

（7）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 

番 
号

一二三四五六七八

種　
　

類

雑

誌

同同同同同同同

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ　

ち
ょ
い
エ
ス
！　

v
o
l．

８

　

０
３
８
７
２－

０
２

ウ
ォ
ー
Ｂ
組　

３
月
号

　

１
１
８
４
１－

０
３

Ｄ
Ｖ
Ｄ
マ
グ
ナ
ム　

v
o
l．

８

　

１
８
６
１
４－

０
３

勝
ち
組
Ｃ
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｂ　

v
o
l．

３

　

０
６
２
３
４－

３

オ
レ
ン
ジ
通
信　

３
月
号

　

０
２
１
８
９－

３

Ｍ
ｅ
ｎ
’ｓ　

Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ　

３
月
号

　

１
８
６
１
３－

０
３

Ｄ
Ｖ
Ｄ　

Ｄ
Ｅ
Ｌ
Ｕ
Ｘ　

３
月
号

　

０
６
３
４
５－

０
３

月
刊　

パ
シ
ャ
！　

３
月
号

　

１
７
４
７
１－

０
３

発　
　
　

行　
　
　

所

㈱
茜
新
社

㈱
サ
ン
出
版

㈱
リ
イ
ド
社

㈱
東
京
三
世
社

㈱
東
京
三
世
社

㈱
リ
イ
ド
社

㈱
Ｍ
Ｃ
プ
レ
ス

若
生
出
版
㈱
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三　

縦
覧
場
所

　
　

角
田
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区

　
　

上
沢
田
地
区

二　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
登
米

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

古
川
佐
沼
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
登
米

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
三
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
り
、
出
願
事
項
の
変
更
を
次
の
と

お
り
許
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
四
日

二　

許
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
市
潮
見
町
十
四
番
一
及
び
雲
雀
野
町
二
丁
目
十
四
番
三
に
接
す
る
海
浜
地
地
先
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　
　
　
�
　

全
体

　

次
の
①
、
②
、
③
、
④
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑧
、
⑨
、
⑩
、
⑪
、
⑫
、
⑬
、
⑭
、
⑮
、�
、�
、�
及
び�

の
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ぶ
平
成
元
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・

プ
ラ
ス
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
雲
雀
野
防
波
堤
の
境
界
線
、
さ
ら
に
①
の
地
点
と�

の
地
点
と
を
結
ぶ
平
成
元
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有

水
面
と
海
浜
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一
度

一
八
分
四
五
秒
三
（
世
界
測
地
系
の
採
用
に
よ
る
表
記
の
変
更
、
以
下
同
じ
））
か
ら
二
九
二
度

一
八
分
三
九
秒
一
、
八
六
四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
九
七
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
南
方
町
新
島
前
一
四
番
一
地
先
か
ら

同
市
南
方
町
新
丸
ノ
内
七
〇
番
二
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
五
〜

　
　
　
　

二
七
・
三

一
二
・
五
〜

　
　
　
　

二
七
・
三

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
七
三
・
三

六
七
三
・
三

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

古
川
佐
沼
線

供

用

開

始

の

区

間

登
米
市
南
方
町
新
島
前
一
四
番
一
地
先
か
ら

同
市
南
方
町
新
丸
ノ
内
七
〇
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年

　
　

二
月
二
十
二
日



③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
六
六
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

三
四
八
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

七
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

七
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

四
二
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

五
九
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

二
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
六
七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

一
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
八
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑮
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

八
二
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
〇
六
度
四
三
分
三
〇
秒　

一
八
九
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
一
六
度
四
三
分
三
〇
秒　

三
四
六
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
〇
六
度
四
三
分
三
〇
秒　

一
六
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　
　

三
度
〇
一
分
〇
二
秒　

三
三
三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

１
工
区

イ　

１
の
１
工
区

　
　

平
成
十
年
七
月
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域
の
と

お
り

ロ　

１
の
２
の
１
工
区

　
　

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域

の
と
お
り

ハ　

１
の
２
の
２
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑲
の
地
点
と
⑱
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑱
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
九
度
〇
二
分
二
四
秒
二
、
二
一
九
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑱
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
七
八
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
九
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

七
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

二
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ　

１
の
２
の
３
工
区

　
　

平
成
十
七
年
四
月
五
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域
の

と
お
り

ホ　

１
の
３
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

④
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
八
度
二
一
分
三
八
秒
一
、
六
九
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

四
八
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ　

１
の
４
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と
⑨
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑨
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
五
八
度
三
一
分
一
五
秒
二
、
三
四
六
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

２
工
区

イ　

２
の
１
の
１
の
１
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
八
度
〇
九
分
五
二
秒
一
、
六
九
三
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

三
四
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
八
九
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

四
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

六
三
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ　

２
の
１
の
１
の
２
工
区

（9）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
五
六
度
二
四
分
三
八
秒
一
、
六
四
九
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

四
二
〇
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

七
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

四
一
八
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

七
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ　

２
の
１
の
２
工
区

　
　

平
成
十
年
七
月
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域
の
と

お
り

ニ　

２
の
２
の
１
工
区

　
　

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域

の
と
お
り

ホ　

２
の
２
の
２
工
区

　
　

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域

の
と
お
り

ヘ　

２
の
２
の
３
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と
⑲
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑲
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
七
度
三
八
分
三
七
秒
二
、
四
三
三
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点　

⑲
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
六
七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト　

２
の
２
の
４
の
１
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
七
度
三
五
分
三
六
秒
三
、
一
四
九
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
六
九
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
二
度
三
一
分
五
六
秒　

一
四
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
五
〇
度
二
三
分
三
三
秒　

一
二
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
四
八
度
二
〇
分
〇
九
秒　

一
三
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ　

２
の
２
の
４
の
２
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
五
度
二
二
分
三
六
秒
二
、
八
八
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
二
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

六
七
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
〇
六
度
四
三
分
三
〇
秒　

一
八
九
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
一
六
度
四
三
分
三
〇
秒　

三
四
六
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
〇
六
度
四
三
分
三
〇
秒　

一
六
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

一
二
度
〇
八
分
三
五
秒　

二
〇
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

七
〇
度
二
三
分
三
三
秒　

一
二
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
二
度
三
一
分
五
六
秒　

一
四
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
五
〇
度
〇
七
分
一
九
秒　
　

二
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

　
　
　
　

１
工
区　

四
六
九
、
六
九
八
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

１
の
１
工
区　
　

二
九
四
、
二
二
〇
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

１
の
２
の
１
工
区　

六
〇
、
四
六
八
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

１
の
２
の
２
工
区　

六
〇
、
〇
〇
九
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

１
の
２
の
３
工
区　

五
一
、
七
四
〇
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

１
の
３
工
区　
　
　
　

二
、
九
三
三
・
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

１
の
４
工
区　
　
　
　
　
　

三
二
五
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

２
工
区　

一
、
〇
一
八
、
七
七
八
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

２
の
１
の
１
の
１
工
区　

三
〇
九
、
五
〇
八
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

２
の
１
の
１
の
２
工
区　

二
九
三
、
八
七
七
・
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

２
の
１
の
２
工
区　
　
　
　
　

四
、
八
三
七
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

２
の
２
の
１
工
区　
　
　

一
六
三
、
〇
二
五
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

２
の
２
の
２
工
区　
　
　
　

四
四
、
一
三
七
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

２
の
２
の
３
工
区　
　
　
　

五
五
、
五
三
四
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

２
の
２
の
４
の
１
工
区　
　

四
〇
、
〇
九
七
・
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル



２
の
２
の
４
の
２
工
区　

一
〇
七
、
七
六
〇
・
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　

合
計　
　

一
、
四
八
八
、
四
七
六
・
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位
置

　

宮
城
県
石
巻
市
潮
見
町
一
番
九
地
先
公
有
水
面
と
同
市
潮
見
町
十
四
番
一
、
同
市
雲
雀
野
町
二
丁
目
十
四
番

三
、
同
市
雲
雀
野
町
一
丁
目
十
一
番
十
四
、
十
一
番
二
十
、
十
四
番
二
に
接
す
る
海
浜
地
地
先
公
有
水
面
、
及

び
宮
城
県
石
巻
市
潮
見
町
十
四
番
一
、
同
市
雲
雀
野
町
二
丁
目
十
四
番
三
に
接
す
る
海
浜
地
、
並
び
に
宮
城
県

石
巻
市
潮
見
町
一
番
九
、
十
一
番
四
、
十
三
番
一
、
十
四
番
一
、
同
市
雲
雀
野
町
二
丁
目
十
一
番
六
、
十
三
番

　
　
　

三
、
十
四
番
三
地
内

　
　
�
　

区
域

　
　
　
�
　

全
体

　
　

次
の
〇ア
 

、
〇イ
 

、
〇ウ
 

、
〇エ
 

、
〇オ
 

、
〇カ
 

、
〇キ
 

、
〇ク
 

、
〇ケ
 

、
〇コ
 

、
〇サ
 

及
び
〇シ
 

の
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
〇ア
 

の
地
点
と
〇シ
 

の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

〇ア
 

の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一
度

一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
九
九
度
二
〇
分
三
九
秒
一
、
六
四
九
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇イ
 

の
地
点　

〇ア
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
五
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ウ
 

の
地
点　

〇イ
 

の
地
点
か
ら　

一
一
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
二
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇エ
 

の
地
点　

〇ウ
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
一
六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇オ
 

の
地
点　

〇エ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

五
、
三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇カ
 

の
地
点　

〇オ
 

の
地
点
か
ら　

三
四
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

四
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇キ
 

の
地
点　

〇カ
 

の
地
点
か
ら　
　

三
六
度
五
〇
分
〇
〇
秒　

三
、
五
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ク
 

の
地
点　

〇キ
 

の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
四
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ケ
 

の
地
点　

〇ク
 

の
地
点
か
ら　

二
五
七
度
四
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　

九
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇コ
 

の
地
点　

〇ケ
 

の
地
点
か
ら　
　

六
一
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇サ
 

の
地
点　

〇コ
 

の
地
点
か
ら　
　

七
八
度
一
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

八
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇シ
 

の
地
点　

〇サ
 

の
地
点
か
ら　
　

八
二
度
一
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

１
工
区

イ　

１
の
１
工
区

　
　

平
成
十
年
七
月
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域
の
と

お
り

ロ　

１
の
２
の
１
工
区

　
　

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域

の
と
お
り

ハ　

１
の
２
の
２
工
区

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑲
の
地
点
と
⑱
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑱
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
九
度
〇
二
分
二
四
秒
二
、
二
一
九
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑱
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
七
八
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
九
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

七
〇
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

二
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ニ　

１
の
２
の
３
工
区

　
　

平
成
十
七
年
四
月
五
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域
の

と
お
り

ホ　

１
の
３
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

④
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
八
度
二
一
分
三
八
秒
一
、
六
九
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

四
八
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ヘ　

１
の
４
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と
⑨
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑨
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
五
八
度
三
一
分
一
五
秒
二
、
三
四
六
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑨
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

２
工
区

イ　

２
の
１
の
１
の
１
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

（11）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 
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�
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
八
度
〇
九
分
五
二
秒
一
、
六
九
三
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

三
四
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
八
九
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

四
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

六
三
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ロ　

２
の
１
の
１
の
２
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
〇シ
 

の
地
点
と
〇ア
 

の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

〇ア
 

の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
九
九
度
二
〇
分
三
九
秒
一
、
六
四
九
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇イ
 

の
地
点　

〇ア
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
五
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ウ
 

の
地
点　

〇イ
 

の
地
点
か
ら　

一
一
九
度
〇
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
二
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇エ
 

の
地
点　

〇ウ
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
一
六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ス
 

の
地
点　

〇エ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
、
〇
〇
五
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点　

〇ス
 

の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
八
八
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

四
一
八
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
〇
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　
　

一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

四
九
七
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
八
九
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
四
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
七
二
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　
　

四
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

①
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
九
七
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　

三
四
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
五
度
〇
八
分
三
〇
秒　
　
　

一
二
二
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
二
度
五
三
分
〇
五
秒　
　
　

三
八
五
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
〇
度
三
四
分
五
八
秒　
　
　
　

二
四
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
〇
度
三
四
分
五
四
秒　
　
　

一
九
四
・
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇サ
 

の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
五
六
度
五
九
分
二
五
秒　
　
　
　

三
七
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇シ
 

の
地
点　

〇サ
 

の
地
点
か
ら　
　

八
二
度
一
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ハ　

２
の
１
の
２
工
区

　
　

平
成
十
年
七
月
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域
の
と

お
り

ニ　

２
の
２
の
１
工
区

　
　

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域

の
と
お
り

ホ　

２
の
２
の
２
工
区

　
　

平
成
十
八
年
六
月
二
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
の
告
示
を
し
た
区
域

の
と
お
り

ヘ　

２
の
２
の
３
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と
⑲
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑲
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
七
度
三
八
分
三
七
秒
二
、
四
三
三
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点　

⑲
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点　

⑪
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
六
七
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
〇
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ト　

２
の
２
の
４
の
１
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
七
度
三
五
分
三
六
秒
三
、
一
四
九
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
六
九
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
二
度
三
一
分
五
六
秒　

一
四
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
五
〇
度
二
三
分
三
三
秒　

一
二
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
四
八
度
二
〇
分
〇
九
秒　

一
三
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
四
〇
分
〇
〇
秒　
　

八
四
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

七
一
度
〇
六
分
五
四
秒　

三
〇
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ　

２
の
２
の
４
の
２
工
区

　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

基
点
Ａ
（
石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
位
置
、
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
秒
四
、
東
経
一
四
一



度
一
八
分
四
五
秒
三
）
か
ら
二
七
五
度
二
二
分
三
六
秒
二
、
八
八
九
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
二
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　

一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点　

⑮
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　
　

〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点　

⑭
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
八
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点　

⑬
の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　

一
三
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点　

⑫
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点　

⑩
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
〇
一
一
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ス
 

の
地
点　

⑧
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
八
八
二
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇オ
 

の
地
点　

〇ス
 

の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

三
、
二
九
四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇カ
 

の
地
点　

〇オ
 

の
地
点
か
ら　

三
四
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

四
四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇キ
 

の
地
点　

〇カ
 

の
地
点
か
ら　
　

三
六
度
五
〇
分
〇
〇
秒　

三
、
五
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ク
 

の
地
点　

〇キ
 

の
地
点
か
ら　

三
四
七
度
四
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ケ
 

の
地
点　

〇ク
 

の
地
点
か
ら　

二
五
七
度
四
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　

九
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇コ
 

の
地
点　

〇ケ
 

の
地
点
か
ら　
　

六
一
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇サ
 

の
地
点　

〇コ
 

の
地
点
か
ら　
　

七
八
度
一
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

八
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　

〇サ
 

の
地
点
か
ら　

一
七
六
度
五
九
分
二
五
秒　
　
　
　

三
七
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
五
七
度
〇
九
分
二
三
秒　
　
　

六
九
八
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
五
一
度
〇
六
分
五
四
秒　
　
　

三
〇
一
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
六
六
度
〇
五
分
二
九
秒　
　
　
　

八
四
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
六
八
度
二
〇
分
〇
九
秒　
　
　

一
三
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

七
〇
度
二
三
分
三
三
秒　
　
　

一
二
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
二
度
三
一
分
五
六
秒　
　
　

一
四
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
五
〇
度
〇
七
分
一
九
秒　
　
　
　
　

二
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

１
工
区　

四
九
四
、
二
〇
五
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

１
の
１
工
区　
　

三
一
〇
、
八
四
六
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

１
の
２
の
１
工
区　

六
八
、
三
四
九
・
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル

　

１
の
２
の
２
工
区　

六
〇
、
〇
〇
九
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　

１
の
２
の
３
工
区　

五
一
、
七
四
〇
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル

　

１
の
３
工
区　
　
　
　

二
、
九
三
三
・
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

１
の
４
工
区　
　
　
　
　
　

三
二
五
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル

２
工
区　

一
一
、
九
六
四
、
三
三
二
・
七
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
１
の
１
の
１
工
区　
　
　

三
〇
九
、
五
〇
八
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
１
の
１
の
２
工
区　

四
、
二
一
〇
、
七
九
五
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
１
の
２
工
区　
　
　
　
　
　
　

四
、
八
三
七
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
２
の
１
工
区　
　
　
　
　

二
〇
三
、
五
二
二
・
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
２
の
２
工
区　
　
　
　
　
　

四
四
、
一
三
七
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
２
の
３
工
区　
　
　
　
　
　

五
五
、
五
三
四
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
２
の
４
の
１
工
区　
　
　
　

六
三
、
八
一
八
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２
の
２
の
４
の
２
工
区　

七
、
〇
七
二
、
一
七
八
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計　
　

一
二
、
四
五
八
、
五
三
八
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

ふ
頭
用
地
、
港
湾
関
連
用
地
、
工
業
用
地
、
道
路
用
地
、
緑
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
三
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
り
、
出
願
事
項
の
変
更
を
次
の
と

お
り
許
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
一
月
二
十
四
日

二　

許
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
市
雲
雀
野
町
二
丁
目
十
四
番
三
に
接
す
る
海
浜
地
地
先
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　
　
　
�
　

全
体

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑤
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
三
年
八
月
五
日
付
け
宮
城
県

（
港
）
指
令
第
五
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス

一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

（13）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）

①
の
地
点　

石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
八
分
四

五
・
三
秒
（
世
界
測
地
系
の
採
用
に
よ
る
表
記
の
変
更
、
以
下
同
じ
））
か
ら
二
八
六
度
四
三
分

四
九
秒
一
、
七
七
七
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
三
六
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

三
四
八
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

１
工
区

　

次
の
①
、
②
、
③
、
④
及
び
⑥
の
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
三

年
八
月
五
日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
五
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
と
公
有
水
面
と
の
境
界

線
（
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点　

石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
八
分
四

五
・
三
秒
）
か
ら
二
八
六
度
四
三
分
四
九
秒
一
、
七
七
七
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
三
六
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

２
工
区

　

次
の
⑥
、
④
及
び
⑤
の
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑤
の
地
点
と
⑥
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
三
年
八
月
五

日
付
け
宮
城
県
（
港
）
指
令
第
五
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
・

Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
六
三
メ
ー
ト
ル
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑥
の
地
点　

石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
八
分
四

五
・
三
秒
）
か
ら
二
七
八
度
二
一
分
三
八
秒
一
、
六
九
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

三
四
八
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

１
工
区　

三
七
〇
・
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

２
工
区　

三
四
八
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計　
　

七
一
九
・
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位
置

　
　
　
　

宮
城
県
石
巻
市
雲
雀
野
町
二
丁
目
十
一
番
六
、
十
三
番
三
、
十
四
番
三
地
内
並
び
に
同
町
二
丁
目
十
四
番
三

　
　
　

に
接
す
る
海
浜
地
地
内
及
び
同
地
先
公
有
水
面

　
　
�
　

区
域

　
　
　
�
　

全
体

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
〇オ
 

の
地
点
と
〇ア
 

の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

〇ア
 

の
地
点　

石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
八
分
四

五
・
三
秒
）
か
ら
二
九
九
度
二
〇
分
三
九
秒
一
、
六
四
九
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇イ
 

の
地
点　

〇ア
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
一
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ウ
 

の
地
点　

〇イ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇エ
 

の
地
点　

〇ウ
 

の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
一
八
三
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇オ
 

の
地
点　

〇エ
 

の
地
点
か
ら　
　

八
二
度
一
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
五
九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

１
工
区

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
〇シ
 

の
地
点
と
〇カ
 

の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

〇カ
 

の
地
点　

石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
八
分
四

五
・
三
秒
）
か
ら
二
九
三
度
一
四
分
三
九
秒
一
、
八
八
一
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇キ
 

の
地
点　

〇カ
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
六
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ク
 

の
地
点　

〇キ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ケ
 

の
地
点　

〇ク
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

二
三
六
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇コ
 

の
地
点　

〇ケ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇サ
 

の
地
点　

〇コ
 

の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

五
〇
〇
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇シ
 

の
地
点　

〇サ
 

の
地
点
か
ら　
　

八
二
度
五
三
分
〇
五
秒　

一
八
〇
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
　

２
工
区

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
〇オ
 

の
地
点
と
〇ア
 

の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

〇ア
 

の
地
点　

石
巻
港
西
防
波
堤
の
灯
台
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
六
・
四
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
八
分
四

五
・
三
秒
）
か
ら
二
九
九
度
二
〇
分
三
九
秒
一
、
六
四
九
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇イ
 

の
地
点　

〇ア
 

の
地
点
か
ら　

一
七
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　

一
、
一
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ウ
 

の
地
点　

〇イ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇コ
 

の
地
点　

〇ウ
 

の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

六
四
八
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇ケ
 

の
地
点　

〇コ
 

の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　

三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点



〇ク
 

の
地
点　

〇ケ
 

の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
三
六
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇キ
 

の
地
点　

〇ク
 

の
地
点
か
ら　
　

八
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　
　

三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇カ
 

の
地
点　

〇キ
 

の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
六
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇シ
 

の
地
点　

〇カ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
五
度
〇
八
分
三
〇
秒　
　
　

一
二
三
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇サ
 

の
地
点　

〇シ
 

の
地
点
か
ら　

二
六
二
度
五
三
分
〇
五
秒　
　
　

一
八
〇
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇エ
 

の
地
点　

〇サ
 

の
地
点
か
ら　

三
五
三
度
三
〇
分
〇
〇
秒　
　
　
　

三
四
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇オ
 

の
地
点　

〇エ
 

の
地
点
か
ら　
　

八
二
度
一
〇
分
〇
〇
秒　
　
　

二
五
九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面
積

１
工
区　

一
五
一
、
二
九
六
・
八
六
平
方
メ
ー
ト
ル

２
工
区　

五
五
九
、
八
六
六
・
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計　
　

七
一
一
、
一
六
三
・
〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

道
路
用
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
古
川
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

古
川
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
四
号　

李
埣
飯
川
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
す
る
部
分

　
　
　

大
崎
市
古
川
南
町
三
丁
目
、
古
川
小
稲
葉
町
の
各
一
部

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

岩
沼
市
第
二
武
隈
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

岩
沼
市
第
二
武
隈
土
地
区
画
整
理
組
合

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
土
ヶ
崎
三
丁
目
八
番
一
号

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
病

院

局

〇
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
一
号

　

病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

　
　
　

病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
矢
本
字
四
反
走
八
十
七
番
一
及
び
八
十
八
番

一
　

東
松
島
市
矢
本
字
寿
町
二
十
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
限
会
社
熱
海
不
動
産

「

企
業
債

10030000
企
業
債
収
入

」
を
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附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
監
査
委
員

「
企
業
債

借
換
債

10030000

10030100

企
業
債
収
入

借
換
債
収
入

」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
20号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
19年

度
第
３
四
半
期
に
実
施
し
た

普
通
会
計
に
係
る
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
20年

２
月
22日

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
谷
地
森
　
　
涼
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日

　
地
方
機
関

　
〇
総
務
部

公
務
研
修
所
 

12月
19日

公
文
書
館
 

11月
16日

宮
城
大
学
 

10月
30日

大
河
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
大
河
原
地
方
支
局
を
含
む
） 

11月
１
日

仙
台
南
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
南
地
方
支
局
を
含
む
） 

11月
６
日

栗
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
栗
原
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
23日

登
米
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
登
米
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
30日

気
仙
沼
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
気
仙
沼
地
方
支
局
を
含
む
） 

10月
17日

消
防
学
校
 

12月
28日

　
〇
企
画
部

東
京
事
務
所
 

11月
８
日

　
〇
環
境
生
活
部

原
子
力
セ
ン
タ
ー
 

11月
７
日

食
肉
衛
生
検
査
所
 

11月
16日

　
〇
保
健
福
祉
部

大
崎
保
健
福
祉
事
務
所
 

11月
６
日

栗
原
保
健
福
祉
事
務
所
 

10月
30日

登
米
保
健
福
祉
事
務
所
 

10月
16日

石
巻
保
健
福
祉
事
務
所
 

10月
17日

総
合
衛
生
学
院
 

11月
16日

子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
 

11月
２
日

中
央
地
域
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
 

11月
12日

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
 

11月
２
日

　
〇
産
業
経
済
部

大
阪
事
務
所
 

12月
３
日

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
 

11月
１
日

仙
台
地
方
振
興
事
務
所
 

11月
６
日

大
崎
地
方
振
興
事
務
所
 

11月
６
日

栗
原
地
方
振
興
事
務
所
 

10月
16日

気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
 

10月
24日

王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務
所
 

11月
13日

農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
（
農
業
実
践
大
学
校
を
含
む
） 

11月
７
日

古
川
農
業
試
験
場
（
農
業
実
践
大
学
校
農
産
学
部
を
含
む
） 

11月
12日

畜
産
試
験
場
（
農
業
実
践
大
学
校
畜
産
学
部
を
含
む
） 

12月
19日

林
業
試
験
場
 

12月
13日

水
産
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
水
産
加
工
研
究
所
を
含
む
） 

12月
11日

気
仙
沼
水
産
試
験
場
 

11月
16日

栽
培
漁
業
セ
ン
タ
ー
 

11月
16日

　
〇
土
木
部

登
米
土
木
事
務
所
 

10月
23日

石
巻
土
木
事
務
所
 

10月
17日
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気
仙
沼
土
木
事
務
所
 

10月
31日

栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
 

11月
19日

　
〇
教
育
庁

仙
台
教
育
事
務
所
 

10月
18日

美
術
館
 

10月
18日

多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
 

11月
16日

東
北
歴
史
博
物
館
 

11月
16日

仙
台
第
二
高
等
学
校
 

12月
25日

白
石
高
等
学
校
 

12月
19日

角
田
高
等
学
校
 

12月
28日

石
巻
高
等
学
校
 

12月
25日

第
一
女
子
高
等
学
校
 

12月
25日

石
巻
好
文
館
高
等
学
校
 

11月
７
日

名
取
高
等
学
校
 

12月
28日

飯
野
川
高
等
学
校
 

12月
28日

涌
谷
高
等
学
校
 

12月
28日

登
米
高
等
学
校
 

12月
11日

泉
高
等
学
校
 

12月
３
日

中
新
田
高
等
学
校
 

12月
19日

女
川
高
等
学
校
 

12月
19日

仙
台
南
高
等
学
校
 

10月
24日

泉
館
山
高
等
学
校
 

12月
19日

蔵
王
高
等
学
校
 

12月
19日

加
美
農
業
高
等
学
校
 

12月
25日

工
業
高
等
学
校
 

12月
28日

一
迫
商
業
高
等
学
校
 

12月
19日

盲
学
校
 

10月
24日

気
仙
沼
養
護
学
校
 

12月
11日

利
府
養
護
学
校
 

11月
16日

　
〇
警
察
本
部

塩
釜
警
察
署
 

12月
25日

気
仙
沼
警
察
署
 

12月
19日

佐
沼
警
察
署
 

10月
18日

登
米
警
察
署
 

12月
19日

南
三
陸
警
察
署
 

11月
12日

古
川
警
察
署
 

10月
23日

遠
田
警
察
署
 

11月
27日

若
柳
警
察
署
 

12月
18日

鳴
子
警
察
署
 

10月
１
日

加
美
警
察
署
 

11月
28日

白
石
警
察
署
 

10月
29日

角
田
警
察
署
 

12月
３
日

亘
理
警
察
署
 

11月
27日

２
　
監
査
結
果

　
平
成
18年

度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項

及
び
第
15項

の
規
定
の
趣

旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
な
お
，
宮
城
県
警
察
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
を
重
点
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
は
別
紙
の
と
お
り
で
す
。

記

　
�
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
210,785,256円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
348,437,565円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
559,222,821円

　
　
　
・
平
成
17年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
130,439,669円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
357,134,056円
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合
　
　
計
　
　
487,573,725円

　
�
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
200,087,826円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
484,981,983円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
685,069,809円

　
　
　
・
平
成
17年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
244,425,344円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
501,850,671円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
746,276,015円

　
�
　
栗
原
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 32,448,402円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
100,968,525円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
133,416,927円

　
　
　
・
平
成
17年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 35,732,309円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
110,231,663円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
145,963,972円

　
�
　
登
米
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 47,106,754円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
113,437,913円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
160,544,667円

　
　
　
・
平
成
17年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 51,013,504円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
115,015,505円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
166,029,009円

　
�
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
18年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 50,299,145円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
160,891,162円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
211,190,307円

　
　
　
・
平
成
17年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 61,603,445円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
159,289,126円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
220,892,571円

　
�
　
大
崎
地
方
振
興
事
務
所

　
補
助
金
に
お
い
て
，
不
正
受
給
等
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
実
績
確
認
を
徹
底
す
る
な
ど
，
今
後
再
発
し
な
い
よ

う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
市
町
村
振
興
総
合
補
助
金
に
つ
い
て
，
平
成
17年

度
に
作
成
し
た
は
ず
の
「
交
流
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
が
作
成

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
発
覚
し
た
た
め
，
立
入
検
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
，
補
助
対
象
事
業
で
あ
る
「
な
ん
ご

う
食
と
農
の
散
策
路
（
ア
グ
リ
ロ
ー
ド
）
事
業
」
の
一
部
事
業
は
未
実
施
で
あ
り
，
市
町
村
振
興
総
合
補
助
金

を
不
正
受
給
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
も
の
。

　
　
　
・
間
接
補
助
事
業
名
　
平
成
17年

度
市
町
村
振
興
総
合
補
助
金

　
　
　
・
間
接
補
助
事
業
者
　
な
ん
ご
う
食
と
農
の
散
策
路
推
進
会
議

　
　
　
・
間
接
補
助
金
額
　
　
1,000,000円

　
　
　
・
返
還
対
象
額
　
　
　
  373,000円

　
�
　
佐
沼
警
察
署
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工
事
に
よ
り
撤
去
し
た
エ
ア
コ
ン
の
処
分
に
つ
い
て
，
関
係
法
令
（
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
）
に
基
づ

き
適
正
に
処
分
さ
れ
た
か
ど
う
か
確
認
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
工
事
名
　
当
直
仮
眠
室
エ
ア
コ
ン
交
換
工
事

　
　
　
・
契
約
額
　
378,000円

　
　
　
・
工
期
　
　
平
成
18年

７
月
25日

～
平
成
18年

８
月
４
日

別
　
紙

平
成
19年

度
第
３
四
半
期
宮
城
県
警
察
定
期
監
査
の
状
況

１
　
実
施
機
関

　
平
成
19年

度
第
３
四
半
期
に
お
け
る
県
警
察
の
定
期
監
査
は
，
鳴
子
警
察
署
，
古
川
警
察
署
，
佐
沼
警
察
署
，
若

柳
警
察
署
，
白
石
警
察
署
，
南
三
陸
警
察
署
，
気
仙
沼
警
察
署
，
遠
田
警
察
署
，
亘
理
警
察
署
，
角
田
警
察
署
，
加

美
警
察
署
，
登
米
警
察
署
及
び
塩
釜
警
察
署
の
13警

察
署
に
つ
い
て
，
財
務
監
査
を
中
心
に
実
施
し
た
。

２
　
犯
罪
捜
査
報
償
費
に
関
す
る
支
出
関
係
証
拠
書
類
の
状
況

　
監
査
に
お
い
て
は
，犯
罪
捜
査
報
償
費
の
捜
査
員
へ
の
交
付
及
び
そ
の
精
算
に
係
る
支
出
関
係
証
拠
書
類
の
調
査
・

確
認
，
並
び
に
こ
れ
ら
証
拠
書
類
と
捜
査
員
の
勤
務
関
係
書
類
と
の
照
合
・
確
認
を
行
っ
た
。

　
調
査
・
確
認
の
結
果
，
支
出
関
係
証
拠
書
類
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

�
　
物
品
等
の
購
入
や
飲
食
店
で
の
飲
食
な
ど
に
支
出
し
た
場
合
に
は
，
領
収
書
又
は
レ
シ
ー
ト
が
添
付
さ
れ
て
い

た
。

�
　
協
力
者
に
対
す
る
謝
礼
と
し
て
現
金
を
支
払
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
，
全
て
領
収
書
が
徴
さ
れ
て
い
た
。

�
　
支
払
精
算
書
等
に
お
け
る
，
協
力
者
の
氏
名
・
住
所
に
つ
い
て
は
，
捜
査
上
の
支
障
が
な
く
，
か
つ
監
査
委
員

へ
の
開
示
を
本
人
が
承
諾
し
た
も
の
は
，
ほ
と
ん
ど
開
示
さ
れ
て
い
た
。

（
注
）
支
出
関
係
証
拠
書
類
：
現
金
出
納
簿
，
捜
査
費
支
出
伺
，
支
払
精
算
書
，
捜
査
費
交
付
書
兼
支
払
精
算
書
，

支
払
伝
票
，
領
収
書
等

　
　
　
　
　
勤
務
関
係
書
類
：
勤
務
整
理
簿
，
旅
行
命
令
票
，
運
転
日
誌
等

３
　
捜
査
員
か
ら
の
聴
き
取
り
調
査

　
�
　
実
施
し
た
機
関
等

　
　
�
　
古
川
警
察
署
（
10月

23日
　
午
前
）

　
　
　
・
聴
き
取
り
し
た
捜
査
員
　
２
名
（
刑
事
課
２
名
）

　
　
�
　
若
柳
警
察
署
（
12月

18日
　
午
後
）

　
　
　
・
聴
き
取
り
し
た
捜
査
員
　
２
名
（
生
活
安
全
課
１
名
，
刑
事
課
１
名
）

　
　
�
　
気
仙
沼
警
察
署
（
12月

19日
　
午
前
）

　
　
　
・
聴
き
取
り
し
た
捜
査
員
　
２
名
（
刑
事
課
２
名
）

＊
委
員
監
査
に
お
い
て
，
調
査
を
実
施
し
た
警
察
署
は
以
上
の
３
警
察
署
で
，
聴
き
取
り
し
た
捜
査
員
の
総
数

は
６
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
な
お
，
聴
き
取
り
調
査
は
，
捜
査
員
１
人
当
た
り
20分

程
度
行
っ
た
。

　
�
　
捜
査
員
の
選
定
方
法

　
聴
き
取
り
を
行
っ
た
捜
査
員
の
選
定
に
つ
い
て
は
，
先
に
実
施
す
る
事
務
局
監
査
に
お
い
て
，
犯
罪
捜
査
報
償

費
の
支
出
実
績
の
多
い
捜
査
員
を
数
名
選
定
し
，
監
査
委
員
の
実
地
監
査
に
お
い
て
，
こ
の
捜
査
員
の
中
か
ら
，

当
日
業
務
に
支
障
の
な
い
捜
査
員
に
対
し
て
，
聴
き
取
り
調
査
を
実
施
し
た
。

　
�
　
聴
き
取
り
調
査
の
聴
取
事
項

　
捜
査
員
が
作
成
し
た
支
払
精
算
書
等
の
本
人
記
載
の
確
認
，
謝
礼
金
等
の
受
け
渡
し
（
接
触
）
場
所
及
び
相
手

方
の
状
況
等
に
つ
い
て
聴
取
し
た
ほ
か
，
そ
の
情
報
提
供
者
か
ら
の
情
報
は
事
件
捜
査
に
有
効
で
あ
っ
た
か
な
ど

に
つ
い
て
も
併
せ
て
聴
取
し
た
。

４
　
監
査
の
結
果

　
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
は
，「
犯
罪
捜
査
報
償
費
経
理
の
手
引
き
」
に
基
づ
き
処
理
さ
れ
て
お
り
，
捜
査
員
か

ら
の
聴
き
取
り
調
査
等
で
も
，
不
正
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
執
行
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
な
お
，
協
力
者
の
氏
名
・
住
所
が
開
示
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
，
そ
の
実
在
の
有
無
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
，
全

て
実
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
21号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
20年

２
月
22日

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
谷
地
森
　
　
涼
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
団
体
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
下
記
の
と
お
り

２
　
監
査
結
果

　
　
平
成
18年

度
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。
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そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
各
団
体
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

記

監
査

の
結

果
等

実
施
年
月
日

団
　
体
　
名

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
文
化
活
動
の
一
層
の
活
性
化
を
図
る
た
め
，
文
化
意
識
啓
発
事

業
及
び
文
化
情
報
提
供
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,155,000,000円

（
基
本
財
産
　
1,158,000,000円

）

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
民
会
館
 

120,862,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
10．

11
財
団
法
人

宮
城
県
文
化
振
興
財
団

（
宮
城
県
民
会
館
管
理

運
営
共
同
企
業
体
）

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
地
域
の
振
興
と
青
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
，
大
航
海
時

代
の
歴
史
的
事
績
及
び
船
舶
・
海
洋
に
関
す
る
学
習
・
体
験
の
場

の
提
供
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
500,000,000円

（
基
本
財
産
　
1,000,877,529円

）

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
 

192,101,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
管
理
運
営
業
務
に
お
い

て
，
指
定
管
理
者
基
本
協
定
書
に
規
定
さ
れ
る
区
分
経
理
を
行
っ

て
い
な
い
こ
と
及
び
当
該
業
務
に
係
る
決
算
報
告
書
の
計
数
の
根

拠
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
事
業
区

分
及
び
計
数
の
根
拠
を
明
確
に
し
て
経
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

19．
10．

22
財
団
法
人

慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
妊
娠
，
出
産
か
ら
思
春
期
，
成
人
に
至
る
子
ど
も
の
全
て
の
成

長
過
程
に
お
い
て
，
高
度
で
専
門
的
な
医
療
の
提
供
を
行
っ
て
い

る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,234,086,843円

（
資
本
金
　
1,234,086,843円

）

19．
12．

26
地
方
独
立
行
政
法
人

宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

　
〔
負
担
金
〕

　
　
運
営
費
負
担
金
 

2,238,059,000円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
運
営
費
貸
付
金
（
短
期
） 

250,000,000円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
18年

度
末
残
高
 
10,693,790,453

円３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
国
際
交
流
及
び
協
力
に
関
す
る
幅
広
い
活
動
を
促
進
す
る
た

め
，
国
際
交
流
に
関
す
る
啓
発
普
及
・
調
査
研
究
及
び
国
際
交
流

団
体
の
指
導
育
成
・
連
絡
連
携
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
750,000,000円

（
基
本
財
産
　
1,043,910,000円

）

　
〔
補
助
金
〕

　
　
国
際
交
流
事
業
補
助
金
 

48,889,000円

　
　
海
外
移
住
者
援
護
事
業
補
助
金
（
海
外
宮
城
県
人
会
助
成
金
）

 
1,200,000円

　
　
海
外
移
住
者
援
護
事
業
補
助
金
（
海
外
移
住
者
敬
老
金
）

 
4,450,000円

　
　
宮
城
海
外
研
修
員
会
館
管
理
運
営
事
業
補
助
金
 
600,295円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
10．

11
財
団
法
人

宮
城
県
国
際
交
流
協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
産
業
振
興
推
進
の
た
め
，
国
際
見
本
市
，
展
示
会
，
イ
ベ
ン
ト

の
開
催
及
び
産
業
情
報
の
提
供
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
900,000,000円

（
基
本
財
産
　
1,779,000,000円

）

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
（
利
用
料
金
に
よ
る
管
理
運
営
）

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
11．

７
財
団
法
人

み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン

タ
ー

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
，
農
地
保
有
の
合
理
化
促
進
及

び
農
畜
産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

19．
12．

26
社
団
法
人

宮
城
県
農
業
公
社
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770,600,000円

（
基
本
財
産
　
120,800,000円

）

　
〔
補
助
金
〕

　
　
農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業
補
助
金
 

145,724,000円

　
　
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
畜
産
環
境
整
備
事
業
補
助
金

 
732,318,000円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
公
共
牧
場
経
営
基
盤
強
化
対
策
事
業
資
金
貸
付
金
（
短
期
）

 
220,000,000円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
18年

度
末
残
高
 

5,400,000円

　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
18年

度
末
借
入
金
残
高

 
1,473,895,892円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
岩
出
山
牧
場
 

85,967,700円

３
　
監
査
の
結
果

�
　
出
資
金
を
下
回
る
正
味
財
産
，
当
期
一
般
正
味
財
産
増
減
額

の
マ
イ
ナ
ス
計
上
及
び
経
常
収
益
の
減
少
傾
向
が
認
め
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
現
状
を
正
し
く
認
識
の
上
，
公
社
機
能
が
十
分

発
揮
で
き
る
よ
う
，
具
体
的
な
経
営
改
善
計
画
を
策
定
し
，
そ

の
着
実
な
推
進
を
図
り
，
財
務
内
容
の
健
全
化
に
努
め
る
必
要

が
あ
る
。

�
　
農
地
保
有
合
理
化
関
連
事
業
に
お
い
て
，
未
収
金
縮
減
に
努

力
し
て
い
る
も
の
の
，な
お
延
滞
未
収
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

引
き
続
き
収
納
促
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

�
　
退
職
給
付
引
当
金
及
び
売
買
損
失
引
当
金
の
計
上
不
足
が
認

め
ら
れ
た
の
で
，
適
正
に
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
県
土
の
保
全
，
森
林
資
源
の
造
成
な
ど
を
図
る
た
め
，
造
林
及

び
育
林
等
に
関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
100,000,000円

（
基
本
財
産
　
125,452,095円

）

　
〔
補
助
金
〕

　
　
公
的
森
林
整
備
推
進
事
業
補
助
金
 

115,503,135円

　
　
流
域
広
域
保
全
林
整
備
事
業
補
助
金
 

49,808,205円

　
　
森
林
整
備
活
性
化
事
業
補
助
金
 

4,316,270円

　
　
分
収
林
整
備
高
度
化
事
業
補
助
金
 

400,000円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
18年

度
末
残
高
 
10,710,000,000

円

19．
10．

31
社
団
法
人

宮
城
県
林
業
公
社

　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
18年

度
末
借
入
金
残
高

 
5,298,579,551円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
蔵
王
野
鳥
の
森
自
然
観
察
セ
ン
タ
ー
 
23,952,000円

３
　
監
査
の
結
果

�
　
不
適
切
な
評
価
基
準
を
用
い
た
有
価
証
券
（
株
式
）
の
評
価

が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。

�
　
未
収
金
管
理
の
不
徹
底
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
す
る
必

要
が
あ
る
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し
交
通
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
，
道
路
の
新
設
，
改
築
，
維
持
，
修
繕
の
事
業
等
を
行
っ
て

い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
17,416,125,000円

（
出
資
金
　
21,836,000,000円

）

　
〔
債
務
保
証
〕

　
　
債
務
保
証
契
約
に
係
る
平
成
18年

度
末
借
入
金
残
高

 
18,275,968,781円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
12．

20
宮
城
県
道
路
公
社

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
沿
岸
漁
業
の
振
興
及
び
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
，
振
興
事

業
の
助
成
及
び
被
害
の
発
生
防
止
・
救
済
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て

い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
275,000,000円

（
基
本
財
産
　
550,000,000円

）

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
12．

18
財
団
法
人

仙
台
湾
漁
業
振
興
基
金

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
住
民
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
，
住
宅
の
不
足
の
著
し
い
地

域
に
お
い
て
居
住
環
境
の
良
好
な
集
団
住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
事

業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
20,500,000円

（
資
本
金
　
21,850,000円

）

19．
12．

20
宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
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〔
補
助
金
〕

　
　
人
と
環
境
に
や
さ
し
い
モ
デ
ル
住
宅
整
備
事
業
補
助
金

 
2,102,000円

　
　
ゆ
と
り
あ
る
住
ま
い
づ
く
り
推
進
事
業
補
助
金
 
98,000円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
仙
台
北
部
中
核
都
市
建
設
促
進
資
金
貸
付
金
（
短
期
）

 
2,000,000,000円

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
18年

度
末
残
高
 

2,120,000円

　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
18年

度
末
借
入
金
残
高

 
23,106,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
精
算
未
了
の
修
繕
預
り
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
確
認
の
上
，

適
切
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
県
民
の
体
力
向
上
等
を
図
る
た
め
，
体

育
関
係
諸
団
体
相
互
の
連
携
及
び
競
技
力
向
上
対
策
事
業
等
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
75,000,000円

（
基
本
財
産
　
137,060,000円

）

　
〔
補
助
金
〕

　
　
ス
ポ
ー
ツ
選
手
強
化
対
策
費
補
助
金
 

188,735,704円

　
　
東
北
総
合
体
育
大
会
開
催
事
業
補
助
金
 

17,569,283円

　
　
東
北
総
合
体
育
大
会
参
加
補
助
金
 

17,608,916円

　
　
国
民
体
育
大
会
参
加
補
助
金
（
本
大
会
） 

65,364,799円

　
　
国
民
体
育
大
会
参
加
補
助
金
（
冬
季
大
会
） 

6,228,718円

　
　
地
域
ス
ポ
ー
ツ
活
動
推
進
費
補
助
金
 

6,176,577円

　
　
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
活
動
費
補
助
金
 

1,770,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
12．

20
財
団
法
人

宮
城
県
体
育
協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
良
好
な
環
境
及
び
健
康
な
生
活
を
維
持
す
る
た
め
，
廃
棄
物
の

処
理
及
び
再
生
に
関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
50,000,000円

（
基
本
財
産
　
130,000,000円

）

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
12．

27
財
団
法
人

宮
城
県
環
境
事
業
公
社

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
仙
台
港
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
物
流
の
海
と
陸
と
の
結
節
点
と

し
て
中
心
的
機
能
を
果
た
す
た
め
，
荷
扱
場
・
保
管
庫
・
事
務
室

等
の
賃
貸
に
関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
153,000,000円

（
資
本
金
　
568,940,000円

）

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
11．

７
仙
台
港
流
通
タ
ー
ミ
ナ

ル株
式
会
社

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
貿
易
促
進
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
等
の
た
め
，
仙
台
港
国

際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
輸
入
関
連
基

盤
施
設
の
管
理
運
営
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
710,000,000円

（
資
本
金
　
2,187,500,000円

）

３
　
監
査
の
結
果

�
　
繰
越
欠
損
金
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
オ
フ
ィ
ス
，
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
，
ホ
ー
ル
等
施
設
の
利
用
率
向

上
の
た
め
の
具
体
的
方
策
等
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
，
経
営
改

善
計
画
の
着
実
な
推
進
を
図
り
，
財
務
内
容
の
健
全
化
に
努
め

る
必
要
が
あ
る
。

�
　
オ
フ
ィ
ス
賃
料
等
に
お
い
て
，
延
滞
売
掛
金
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
収
納
促
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

19．
12．

19
株
式
会
社

仙
台
港
貿
易
促
進
セ
ン

タ
ー

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
公
共
住
宅
の
受
託
管
理
を
行
う
と
と
も
に
建
築
物
の
質
の
向
上

と
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
，
住
宅
に
関
す
る
知
識
の
啓
蒙
及

び
相
談
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
10,000,000円

（
基
本
財
産
　
30,000,000円

）

　
〔
補
助
金
〕

　
　
み
や
ぎ
版
住
宅
特
性
評
価
業
務
支
援
事
業
補
助
金
 210,000円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
委
託
〕

　
　
宮
城
県
営
住
宅
 

831,723,069円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
10．

31
財
団
法
人

宮
城
県
建
築
住
宅
セ
ン

タ
ー
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１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
大
学
，
高
等
学
校

を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

368,270,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 
49,742,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

400,000円

　
　
結
核
検
診
等
補
助
金
 

186,540円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
９
．
11

学
校
法
人

朴
沢
学
園

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
大
学
，
高
等
学
校
，

中
学
校
，
幼
稚
園
を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

300,886,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 

2,296,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 
1,200,000円

　
　
私
立
学
校
特
殊
教
育
教
育
費
補
助
金
 

3,136,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
９
．
12

学
校
法
人

宮
城
学
院

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
高
等
学
校
を
設
置

運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

316,336,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 
21,574,000円

　
　
結
核
検
診
等
補
助
金
 

114,972円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
９
．
13

学
校
法
人

古
川
学
園

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
学
校
法
人
が
設
置
す
る
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
に
勤
務

す
る
教
職
員
等
に
退
職
手
当
資
金
を
給
付
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

19．
12．

５
社
団
法
人

宮
城
県
私
学
退
職
金
社

団

　
　
私
学
退
職
金
社
団
退
職
手
当
資
金
給
付
事
業
補
助
金

 
209,352,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
幼
児
教
育
の
研
究
調
査
，
教
職
員
の
資
質
向
上
，
福
利
厚
生
及

び
退
職
手
当
資
金
給
付
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
幼
稚
園
連
合
会
退
職
手
当
資
金
給
付
事
業
補
助
金

 
69,565,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
12．

６
社
団
法
人

宮
城
県
私
立
幼
稚
園
連

合
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
職
業
訓
練
，
職
業
能
力
検
定
及
び
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
に

関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
職
業
能
力
開
発
協
会
費
補
助
金
 

46,524,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
12．

12
宮
城
県
職
業
能
力
開
発

協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
一
般
県
民
等
に
対
し
て
森
林
・
林
業
の
普
及
啓
発
及
び
調
査
研

究
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
県
民
の
森
 

31,784,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

19．
12．

19
特
定
非
営
利
活
動
法
人

宮
城
県
森
林
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
協
会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
社
会
福
祉
法
に
基
づ
き
，
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
（
母
子
生
活

支
援
施
設
等
）
及
び
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
（
保
育
所
等
）
を
行
っ

て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
さ
く
ら
ハ
イ
ツ
 

52,375,978円

　
　
宮
城
県
コ
ス
モ
ス
ハ
ウ
ス
 

52,742,280円

19．
12．

18
社
会
福
祉
法
人

宮
城
県
福
祉
事
業
協
会
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宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
地
先
海
面
に
お

け
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
、
か
つ
お
、
さ
め

等
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
流
し
網
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
の
承
認

　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
記
平
成
二
十
年
度
か
じ
き
等
流

し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
（
以
下
「
要
領
」
と
い
う
。）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

操
業
の
承
認
の
対
象

　
　

次
の
１
又
は
２
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１　

前
年
度
に
お
い
て
承
認
を
受
け
て
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
営
み
、
か
つ
、
宮
城
県
内
の
港
に
漁
獲
物
を
陸
揚

げ
し
た
実
績
を
有
す
る
者

２　

そ
の
他
委
員
会
が
認
め
た
者

四　

漁
獲
物
の
陸
揚
制
限

　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
本
県
の
漁
港
に
漁
獲
物
を
水
揚
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五　

操
業
の
承
認
の
条
件
及
び
制
限

　
　

操
業
の
承
認
に
は
、
次
の
条
件
を
付
す
る
。

１　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

２　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
、操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
一
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

３　

禁
止
区
域

　

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
、
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
、
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

ア　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

イ　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

ウ　

宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

エ　

宮
城
県
本
吉
郡
歌
津
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

オ　

宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
十
海
里
の
点

カ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
二
十
五
海
里
の
点

キ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

４　

漁
具
の
制
限

�
　

宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
網
目
は
十
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

二
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
監
査
の
結
果

　
　
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
母
子
福
祉
団
体
の
育
成
指
導
，
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
自
立
の

促
進
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

17,606,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
宮
城
県
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
事
業
収
支
決
算
書
に

不
適
正
な
表
示
及
び
計
数
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
す
る
必
要

が
あ
る
。

19．
12．

20
財
団
法
人

宮
城
県
母
子
福
祉
連
合

会

１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
婦
人
の
組
織
活
動
の
助
長
及
び
教
養
の
向
上
等
を
図
る
た
め
，

各
種
講
座
，
講
演
会
，
研
究
会
等
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
婦
人
会
館
 

14,114,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
宮
城
県
婦
人
会
館
管
理
運
営
業
務
に
お
い
て
，
県
の
承
諾
の
な

い
第
三
者
委
託
契
約
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，　
改
善
す
る
必
要
が

あ
る
。

19．
12．

27
財
団
法
人

み
や
ぎ
婦
人
会
館

（
注
）
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容
の
「
出
資
金
」
は
，
平
成
18年

度
末
に
お
け
る
出
資
金
総
額
を
示
し
，「
補

助
金
」，「
貸
付
金
」
及
び
「
公
の
施
設
の
管
理
」
は
，
平
成
18年

度
に
お
け
る
支
出
額
等
を
示
し
て
い
る
。



　

５　

漁
具
の
標
識

　
　
　

敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
、
水
面
上
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

両
端
部
の
浮
標

　
　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。）、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

�
　

中
間
部
の
お
お
む
ね
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

　
　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

�
　
�
及
び�
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
、
少
な
く
と
も
二
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６　

塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
、
船
橋
の
周
囲
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で

塗
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

７　

１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
、
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農
林
水
産
省

令
第
五
十
四
号
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

８　

漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

六　

承
認
の
取
消
し

　
　

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

（別
記

）

指
示
様
式
第
１
号

　
　
　

１
文
字
及
び
数
字

（承
認
番
号

）の
大
き
さ
は

８
セ
ン
チ
メ

ト
ル
以
上
と
し

太
さ
は
1.5

   セ
ン
チ

メ
ト
ル
以
上
と
す
る

。

２
文
字
数
字

（承
認
番
号

）及
び
枠
は
夜
光
塗
料
を
配
合
し
た
朱
色
と
す
る

。

指
示
様
式
第
２
号

，
ー

，

ー

，
，

１
標
識
は
黄
色
の
布
地
と
す
る

。

２
標
識
の
大
き
さ
は
縦
横
と
も
80   セ

ン
チ
メ
ト
ル
と
す
る

。

　
　
　

平
成
二
十
年
度
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
承
認
申
請
）

第
一　

操
業
の
承
認
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
そ

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
を
経
由
し
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号　

宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課
内
。
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　

な
お
、
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
が
操
業
承
認
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

の
副
申
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

操
業
承
認
申
請
書
の
受
理
期
間
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
制
限
に
関
す
る
委
員
会
指
示
（
以
下
「
委
員
会
指

示
」
と
い
う
。）
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

３　

操
業
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

�
　

操
業
承
認
申
請
一
覧
表
（
様
式
第
二
号
）

�
　

委
員
会
指
示
三
の
１
に
該
当
す
る
者
は
水
揚
仕
切
書
写
、
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書
（
様
式
第
三
号
）、
そ
の
他
の
者

は
申
請
理
由
書

�
　

印
鑑
証
明
書

�
　

漁
船
原
簿
謄
本

�
　

年
間
事
業
計
画
書
（
様
式
第
四
号
）

�
　

共
同
申
請
の
場
合
は
、
代
表
者
選
定
届
及
び
申
請
理
由
書

�
　

用
船
の
場
合
は
、
船
舶
使
用
承
諾
書
及
び
申
請
理
由
書

�
　

代
船
の
場
合
は
、
旧
船
の
廃
業
届
又
は
抹
消
漁
船
原
簿
謄
本

，

，
ー

（25）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 

宮
か
じ
き
第

号

船
名

根
拠
地

名



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （26）

�
　
�
〜�
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
承
認
証
の
交
付
）

第
二　

委
員
会
は
、
操
業
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
揚
げ
る
漁
港
で
、
当
該
承
認
に
係
る
漁
船
（
漁

ろ
う
装
置
、
漁
網
を
含
む
。）
を
確
認
の
上
、
操
業
承
認
証
（
様
式
第
五
号
。
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。）
を
申
請

者
又
は
操
業
責
任
者
に
交
付
す
る
。

２　

承
認
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
承
認
証
の
交
付
を
希
望
す
る
漁
港
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
に
連
絡
の
上
、
承
認
証
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
提
出
し
、
そ
の
指

示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
承
認
証
の
書
換
え
交
付
）

第
三　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
書

換
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
書
換
え
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
号
の
場
合
に
は
、
第
一
の
３
の�
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
承
認
証
の
再
交
付
）

第
四　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
再
交

付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
）

第
五　

委
員
会
指
示
五
の
８
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

宮
城
県
石
巻
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振

興
事
務
所
水
産
漁
港
部

塩
釜
市
新
浜
町
一
丁
目
九－

一

　

電
話　

〇
二
二－

三
六
五－

〇
一
九
一

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四－

三
十
二

　

電
話　

〇
二
二
五－

九
五－

一
四
一
一

気
仙
沼
市
港
町
四
九
九

　

電
話　

〇
二
二
六－
二
二－

六
八
二
五

塩　
　

釜　
　

港

女　
　

川　
　

港

石　
　

巻　
　

港

気　

仙　

沼　

港

志　

津　

川　

港

要
領
様
式
第
１
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

住
　
　
所

氏
　
　
名
 

�
　
　
　

住
　
　
所

氏
　
　
名
 

�
　
　
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
操
業
期
間
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

２
　
操
業
区
域
　
宮
城
県
地
先
海
面

３
　
使
用
船
舶

　
�
　
船
　
　
名

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
�
　
漁
船
登
録
番
号

　
�
　
総
ト
ン
数

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
�
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

４
　
承
認
証
交
付
希
望
港

（
Ａ
４
縦
）



（27）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 
要
領
様
式
第
２
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
一
覧
表

年
月

日

漁
業
協
同
組
合
長

�

（支
所
運
営
委
員
長

）　

　

※
印
は
記
入
し
な
い
こ
と

。

（Ａ
４
横

）

※
承
認
番
号

漁
船
登
録
番
号

船
名

総
ト
ン
数

馬
力
数

操
業
期
間

申
請

者

住
所

氏
名

承
認
証

交
付

希
望
港

前
年
度

承
認
番
号

※
前
年
度

実
績
の

有
無



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （28）
要
領
様
式
第
３
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

宮
城
県
　
　
　
　
魚
市
場
　
�
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
当
市
場
に
陸
揚
げ
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

記

１
　
船
　
　
名
 

　
丸

２
　
漁
船
登
録
番
号
　
　
　
　
　
　
　

３
　
総
ト
ン
数

 
 

ト
ン

４
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
 

Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

５
　
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

６
　
陸
揚
実
績
表

（
Ａ
４
縦
）

項
目

月
日月

日

月
日

月
日

月
日

月
日

魚
種

別
漁

獲
高

ま
ぐ
ろ�円�円�円�円�円

か
じ
き�円�円�円�円�円

か
つ
お�円�円�円�円�円

そ
の
他�円�円�円�円�円

合
計

�円�円�円�円�円

要
領
様
式
第
４
号

年
　
　
間
　
　
事
　
　
業
　
　
計
　
　
画
　
　
書

　
　
　
船
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ａ
４
縦
）

　
　
合
　
　
計

 
漁
業

 
漁
業

 
漁
業

 
漁
業
種
類

区
　
　
分

漁
獲
物
の
種
類

操
業

期
間

操
業

日
数

航
　
　
 海
 　
　
数

漁
獲
予
想
数
量

漁
獲
予
想
金
額

乗
組

員
数

人
件

費

 所　　要　　経　　費

燃
料

費

　
費

　
費

　
費

　
費

合
計



（29）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 
要
領
様
式
第
５
号

（
表
）

宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
号
　
　
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証

 
住
　
　
所

 
氏
　
　
名

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
か
ら

１
　
操
業
期
間

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
ま
で

２
　
操
業
区
域
　
　
　
　
宮
城
県
地
先
海
面

３
　
使
用
船
舶

　
�
　
船
　
　
　
　
名

 
 

丸

　
�
　
漁
船
登
録
番
号

　
�
　
総
ト
ン
数

 
 

ト
ン

　
�
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
ジ
ー
ゼ
ル
 

Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

４
　
条
件
及
び
制
限
（
裏
面
記
載
の
と
お
り
）

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

 
　
　
　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
長
 

�
　
　
　

（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
５
号

（
裏
）

条
　
件
　
及
　
び
　
制
　
限

１
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
に
際
し
，
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

２
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
，操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
１
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

３
　
禁
止
区
域

　
次
の
ア
，
イ
，
ウ
，
エ
，
オ
，
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
，
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
，
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
，
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
ア
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

　
イ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
10海

里
の
点

　
ウ
　
宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
10海

里
の
点

　
エ
　
宮
城
県
本
吉
郡
歌
津
崎
突
端
正
東
10海

里
の
点

　
オ
　
宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
10海

里
の
点

　
カ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
25海

里
の
点

　
キ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

４
　
漁
具
の
制
限

�
　
宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
12キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
，
か
つ
，
網
目
は
15セ

ン

チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　
２
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
漁
具
の
標
識

　
　
敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
，
水
面
上
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
�
　
両
端
部
の
浮
標
　

　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。），
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

　
�
　
中
間
部
の
お
お
む
ね
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標
　

　
　
　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
，
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

�
　
�
及
び
�
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
，
少
な
く
と
も
２
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
，
船
橋
の
周
囲
を
30セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で
塗

装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

７
　
１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
，
承
認
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
６
年
農
林
水
産
省

令
第
54号

）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
終
了
後
１
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

９
　
承
認
の
取
消
し

　
　
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
，
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （30）
要
領
様
式
第
６
号

承
　
認
　
証
　
交
　
付
　
申
　
請
　
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
地
方
振
興
事
務
所
長
　
殿

　
　
（
水
産
漁
港
部
扱
い
）

 
船
主
又
は
操
業
責
任
者

 
　
　
　
住
　
所

 
　
　
　
氏
　
名
 

�
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
漁
委
第
　
　
　
号
で
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
ま
し
た

が
，
出
漁
の
準
備
が
完
了
し
た
の
で
，
確
認
の
上
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
く
下
記
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

 
記

　
１
 
 承
認
番
号
 
宮
か
じ
き
第
 

号

　
２
 
 船

名
 
 

丸

　
３
 
 漁
船
登
録
番
号
 

　
４
 
 総
ト
ン
数
 
 

ト
ン

　
５
 
 希
望
日
時
 
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時

　
６
 
 交
付
希
望
港
 
 

港

　
７
 
 そ

の
他
 
（
連
絡
先
等
）

（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
７
号

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所

 
氏
　
名
 

�
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
書
換
交
付
申
請
書

　
先
に
交
付
を
受
け
た
承
認
証
の
記
載
事
項
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
，
書
換
え
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号

 
　
　
宮
か
じ
き
第
 

号

　
２
　
船
　
　
名

 
 

丸

　
３
　
記
載
事
項

 

　
４
　
書
換
を
必
要
と
す
る
理
由

（
Ａ
４
縦
）

変
更

前
変

更
後



（31）　 平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1935号　　 
要
領
様
式
第
８
号

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所

 
氏
　
名
 

�
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
再
交
付
申
請
書

　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
を
滅
失
（
き
損
）
し
た
の
で
，
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号

 
　
　
宮
か
じ
き
第
 

号

　
２
　
船
　
　
名

 
 

丸

　
３
　
滅
失
（
き
損
）
の
理
由

（
Ａ
４
縦
）



第1935号　平成20年２月22日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （32）
要
領
様
式
第
９
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
成
績
報
告
書

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
殿

陸
　
　
　
　
　
揚
　
　
　
　
　
港

通
常
従

業
員
数

漁
法

Ｐ
　Ｓ
　又
　は

キ
ロ
ワ
ッ
ト

ト
　
ン
　
数

漁
船
登
録
番
号

整
理
番
号

漁
業
種
類

県
名

様
　
式
　
番
　
号

36～
38

33～
35

31・
32

30
26～

29
21～

25
16～

20
13～

15
11・

12
９
・
10

７
・
８

２
～
６

１

港
港

＊
＊

＊
＊

３
４

＊
＊

０
０

２
１

６
１

１
＆

操
業
日
数

航
海
日
数

52～
54

45～
51

42～
44

39～
41

＊
＊

＊
＊
～
＊

住
所

　
�

報
告
者
氏
名

　
丸

船
名

平
成
　
　
　

年
　
　
　

月
分

年
月
分
報
告

平
成
　
　

年
　
　

月
　
　

日
報
告
年
月
日

備
　
　
　
考

魚
　
　
　
種
　
　
　
別
　
　
　
漁
　
　
　
獲
　
　
　
量
　
　
　
（
尾
　
　
　
数
）

網
投
　
　
網
　
　
位
　
　
置
　
　
等

投
網
年
月
日

そ
の
他

あ
　
ろ

つ
な
す

し
　
ま

が
つ
お

よ
し
き
り

ざ
　
　
め

も
う
か
ざ
め

（
ね
ず
み
）

か
つ
お

ま
　
　
ぐ
　
　
ろ
　
　
類

か
　
　
　
じ
　
　
　
き
　
　
　
類

目
合
の

大
き
さ

（
�
）

１
反
の

長
さ

（
�
）

投
　
網

反
　
数

（
反
）

表
面
水
温

（
�
）

農
林
漁
区

経
　
度

西　経

東　経
緯
　
度

南　緯

北　緯
日

月
年

き
は
だ

め
ば
ち

び
ん
な
が

く
　
ろ

ま
ぐ
ろ

ふ
う
ら
い

か
 じ
 き

ば
し
ょ
う

か
 じ
 き

し
　
ろ

か
じ
き

く
　
ろ

か
じ
き

ま
か
じ
き

め
か
じ
き

148～
151

144～
147

140～
143

136～
139

132～
135

128～
131

124～
127

120～
123

116～
119

112～
115

108～
111

104～
107

100～
103

96～
99

92～
95

88～
91

8687
8485

81～
83

77～
80

73～
76

68 度
分
 72

67
63 度

分
 66

62
61

60
59

58
57

56
55

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

漁
　
獲
　
尾
　
数

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

陸
　
揚
　
重
　
量
（
�
）

備
　
考

１
　
投
網
年
月
日
，
投
網
位
置
等
，
網
及
び
魚
種
別
漁
獲
量
の
欄
は
，
操
業
一
日
ご
と
に
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
投
網
位
置
は
，
緯
経
度
又
は
農
林
漁
区
番
号
の
い
ず
れ
か
一
方
を
記
入
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
，
緯
経
度
は
分
の
単
位
ま
で
記
入
し
，
北
緯
，
南
緯
，
東
経
，
西
経
の
別
は
い
ず
れ
か
一
方
に
〇
印
を
つ
け
る
こ
と
。

３
　
＊
印
を
付
し
た
欄
は
，
記
入
し
な
い
こ
と
。


